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○ 取扱い 

1 C型肝炎に対する D023「9」HCV 核酸検出と D013「5」HCVコア蛋

白又は D013「7」HCVコア抗体の併算定は、原則として認められない。 

2 C 型肝炎に対する D023「15」HCV 核酸定量と D013「5」HCV コア

蛋白又は D013「7」HCVコア抗体の併算定は、原則として認められな

い。 

 

○ 取扱いの根拠 

 HCV 核酸検出、HCV核酸定量、HCV コア蛋白、HCVコア抗体は、い

ずれも C 型肝炎ウイルス量などを反映し、C 型肝炎の治療方法の選択や

治療経過の観察に用いられるものであり、HCV 核酸検出と HCV コア蛋

白又は HCV コア抗体の算定、HCV 核酸定量と HCV コア蛋白又は HCV

コア抗体の算定は過剰と考えられる。 

 このため、C 型肝炎に対する D023「9」HCV 核酸検出と D013「5」

HCV コア蛋白又は D013「7」HCV コア抗体の併算定及び D023「15」

HCV核酸定量と D013「5」HCVコア蛋白又は D013「7」HCVコア抗体

の併算定は、原則として認められないと判断した。 

 


